
    船橋市下水道に係る会計事務処理基準 

 

平成３０年４月１日 

会計管理者訓令第３号 

 

  船橋市下水道に係る会計事務処理基準 

 

 （趣旨） 

第１ この基準は、船橋市下水道に係る会計管理者の権限に属する事務の専決及び代

決について必要な事項を定めるものとする。 

 （専決事項） 

第２ 船橋市下水道事業の設置等に関する条例（平成２９年船橋市条例第３８号）第

７条第１号及び第２号に規定する事務のうち、会計課長が専決できる基準は別表に

掲げるとおりとする。 

 （代決等） 

第３ 事務の代決その他の事務処理については、船橋市会計管理者事務決裁規程（平

成２２年船橋市会計管理者訓令第１号）を準用するものとする。 

   附 則 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表 

 その１ 支出命令書の確認及び支出の決定 

専決事項 会計課長 

収 

益 

的 

支 

出 

に 

関 

す 

る 

こ 

と 

１ 給料 〇 

２ 手当 〇 

３ 報酬 〇 

４ 法定福利費 〇 

５ 厚生福利費 〇 

６ 退職給付費 〇 

７ 報償費 〇 

８ 旅費 〇 

９ 交際費 〇 

１０ 備消品費 １，０００万円以下 

１１ 材料費 １，０００万円以下 

１２ 燃料費 〇 

１３ 食糧費 １，０００万円以下 

１４ 印刷製本費 １，０００万円以下 



１５ 光熱水費 〇 

１６ 修繕費 １，０００万円以下 

１７ 通信運搬費 〇 

１８ 手数料 〇 

１９ 委託料 
法令等に基づくもの 〇 

その他 １，０００万円以下 

２０ 保険料 〇 

２１ 薬品費 １，０００万円以下 

２２ 賃借料 〇 

２３ 工事請負費 １，０００万円以下 

２４ 研修費 〇 

２５ 負担金 〇 

２６ 補助金 〇 

２７ 補償費 １，０００万円以下 

２８ 雑費 〇 

２９ 企業債支払利息 〇 

３０ 一時借入金利息 〇 

３１ リース支払利息 〇 

３２ 企業債取扱諸費 〇 

３３ 長期借入金利息 〇 

３４ 消費税及び地方消費税 〇 

資本的支出に関すること。  

会計外現金の受払に関すること 〇 

 備考 〇印は、金額にかかわらず、会計課長が専決できるものとする。 

 

その２ 振替命令の確認等 

専決事項 会計課長 

１ 過誤納金還付の確認 〇 

２ 資金前渡、概算払及び前金払の精算の確認 〇 

３ 出納日計表の確認  

 備考 〇印は、金額にかかわらず、会計課長が専決できるものとする。 


